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文京区環境報告書の目的

本報告書は、平成 28 年度に改定した「文京区環境基本計画」における、環境に関

する主要分野である「低炭素」「資源循環」「快適・安全」「自然共生・歴史・文化」

と、これを分野横断的に支える主体間の連携、仕組み・制度などの取組の基礎となる

「連携・基盤づくり」の 5分野それぞれに関連する個別計画や、既往の取組における

施策の実施状況、目標や指標を把握・整理することにより、「文京区環境基本計画」

の進捗状況を統合的に把握し、区の環境全体における状態を明らかにしていくことを

目的とするものです。 

 

対象範囲 

 以下の「文京区環境基本計画」の 5分野における関連する環境データや、主な関連

個別計画における施策や既往の取組について取り上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象期間 

 令和４年度実施した取組等を対象とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 文京区環境報告書について 

 

連携・基盤づくり 

・環境情報の普及啓発の推進 

・人材育成及び環境教育の推進 

・主体の連携・協働による取組の促進 

自然共生・ 

歴史・文化 

・みどりの基本計画 

・アカデミー推進計画 

快適・安全 

・公害対策 

・路上喫煙対策 

 

資源循環 

・一般廃棄物処理 

基本計画 

 

低炭素 

・地球温暖化対策地域

推進計画 

・文京区役所地球温暖

化対策実行計画 
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環境に関する主な計画（位置づけ図） 

 

環境に関する主な計画（概要） 

 

 

 

 

 

 

２ 環境に関する主な計画 
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概要
身近な自然や地球上の自然資源を未来に引き継ぐため、生物多様性と都市の発
展・再生のバランスを取ることにより、自然と共生した持続可能な社会を実現するこ
とを目的とした計画

計画期間 2019（令和元）年度から2028（令和10）年度まで　10年間

【生物多様性都市ビジョン】
生きもの、ひと、くらしがつながり　豊かな文化を育むまち

●目指すべき「くらし」の姿
生きものとひとのくらしがつながり、新たな歴史と文化を紡ぐまち

●目指すべき「まち」の姿
多様な生きもの、水、みどりとともに豊かに発展するまち

【基本目標Ⅰ】

「生物多様性」を身近なものとしての理解と浸透・定着を図る

【基本目標Ⅱ】

生物多様性に配慮した生活スタイル等に転換し、日常の中で実践する

【基本目標Ⅲ】

生物多様性に配慮したまちづくりに各主体が取り組み、身近に生物多様性を実感
できるまちを実現する

【基本目標Ⅳ】

生物多様性と都市の発展・再生をバランスよく持続する

文京区生物多様性地域戦略

都市ビジョ
ンと「くらし」
と「まち」の
姿

基本目標
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計画の基本的な考え方 

 

文京区では、1999（平成 11）年 3月に策定した文京区環境 

基本計画（以下、「環境基本計画」という。）について、社会的 

な背景の変化等により新たに対応すべき課題が浮き彫りになっ 

てきたため、これらに対応する新たな「道しるべ」としてこの 

計画を改定することとなりました。 

新たな環境基本計画の改定にあたっては、環境分野における 

低炭素、資源循環（廃棄物処理）などをはじめとする各分野の 

個別計画が充実しつつある現状を踏まえ、区の環境施策におけ 

る新たな 10年に向けての大きな方針・方向性を指し示す理念的 

な計画とします。 

計画の理念 

1. 環境問題への取組は、身近なものから地球全体を意識して、地域一丸となって進め

ます 

 

環境問題は地球温暖化やオゾン層破壊などの地球全体に影響を及ぼすものもあることか

ら、ひとり一人の行動から、その影響の広がりを意識することが不可欠となっています。文

京区民として、また地球の一員として、環境を地球規模で考えるなど広い視野をもちなが

ら、身近なところからできることを取り組み、それぞれの役割を果たしながら協働して、自

然との共生や持続的発展が可能な社会づくりを目指します。 

2. 文京区の環境を構成する重要な歴史・文化、水、緑を、大切に守り、育てます 

 

環境を構成する要素は幅が広く、水や空気、動植物だけでなく、それらが積み重なってつ

くられるもの、すなわち地域の文化や歴史、街並みなども環境のひとつといえます。暮らし

の中で重要な、「ゆとり」、「うるおい」、「やすらぎ」などの心の豊かさは、物質的なものだ

けでなく、環境もそれを生み出す大きな役割を担っています。そこで、文京区では、区の環

境における特性といえる「歴史・文化」、「水」、「緑」を中心に据えて、より豊かな環境をつ

くります。 

3. 環境の保全・創造には、区民が健康で安全・快適に暮らし続けられるよう、総合的

に取り組みます 

 

環境を保全・創造するためには、多様な方法がありますが、整備・設備導入などのハード

面と活動・仕組みづくりなどのソフト面、先進的な技術と昔から確立されている技術、区

民・事業者・行政などのあらゆる主体による取組を、これまでの実績や課題を踏まえ、相互

に連携させて総合的に取り組みます。 

３ 文京区環境基本計画の概要 
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環境共生都市ビジョン 

 

 

 

 

文京区の環境における特性といえる「歴史・文化」、「水」、「緑」を軸として、「ひと（区民な

ど）」が、環境共生都市として誇れる「文
ふみ

の 京
みやこ

」を、未来につなげていくまちを目指します。 

基本目標と 10年後の姿及び施策の方向性 

 

環境共生都市ビジョンを達成するため、環境に関する主要分野である「低炭素」、「資源循

環」、「快適・安全」、「自然共生・歴史・文化」の 4分野と、これらを分野横断的に支える主

体間の連携、仕組み・制度などの取組の基礎となる「連携・基盤づくり」の 1分野からなる

5 つの基本目標を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとがつなげる文
ふみ

の京
みやこ

の誇れる“あした” ～環境共生都市ぶんきょう～ 
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文京区地球温暖化対策地域推進計画の進捗状況 

■二酸化炭素削減目標 

 本計画で定める削減目標は、文京区全体の二酸化炭素排出量の総量と、民生（家庭）

部門及び民生（業務）部門について設定されています。 

 

 

■削減目標の評価 

基準年度の二酸化炭素排出量から、目標値の排出量へ目安線を引き、各年度の実績値が目

安線より下回っているかを把握します。目安線より下回った場合は◎、ほぼ同等の場合は 

〇、上回った場合は△とします。 

 

 

 

 

2020 年度の二酸化炭素排出量（総量）は、目安線よりやや上回っていますが、概ね順調

に推移しています。 

 

 

 

４ 区の環境の状況（低炭素分野） 

■文京区地球温暖化対策地域推進計画の進捗状況 

■文京区役所地球温暖化対策実行計画の実施結果 

FCV

出典)「温室効果ガス排出量算定手法に関する説明書（オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化

防止プロジェクト」）」より作成 
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2020（令和 2）年度の民生（家庭）部門 1世帯当たり二酸化炭素排出量は目安線をわずか

に上回っていますが、民生（業務）部門延べ床面積 100㎡当たり二酸化炭素排出量は目安線

を下回り順調に減少しています。 

 

 

 

 

 

■エネルギー消費量 

文京区におけるエネルギー消費量は、2020（令和２）年度は基準年度（2013（平成 25）年

度）以降最も少なくなっています。基準年度と比較すると 10.0％減少しています。 

 

■文京区におけるエネルギー消費量の推移 

 

 

 

出典)「温室効果ガス排出量算定手法に関する説明書（オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化

防止プロジェクト」）」より作成 

 

出典)「温室効果ガス排出量算定手法に関する説明書（オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止

プロジェクト」）」より作成 

 

家庭部門 業務部門 
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文京区役所地球温暖化対策実行計画の進捗状況 

令和 4年度における区のエネルギー使用による二酸化炭素排出量は 11,663t-CO2と

なり、前年度と比較して 646t-CO2減少し、平成 25年度(基準年)の排出量と比較して

36.6％の減少となりました。 

二酸化炭素排出量が前年度に比べ減少している主な理由としては、より二酸化炭素

排出係数の低い電力会社へと切替えを行ったことなどが挙げられます。 

二酸化炭素を排出しているエネルギー燃料の使用形態別内訳については、大きな変

化はありませんでしたが、全体総量としては基準年から比較して減少傾向にあります。 

引き続き、省エネルギー行動を進め、全庁的に適正なエネルギー管理の取組を進め

ていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空調 

ＯＦＦ

照明 事務機器 
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文京区一般廃棄物処理基本計画の進捗管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 区の環境の状況（資源循環分野）  ■文京区一般廃棄物処理基本計画の進捗管理状況 

プラスチック ガラス 紙類

びん
かん ペットボトル

リサちゃん   イクルちゃん 

文京区リサイクルシンボルマーク 

文京区では、清掃事業の都からの移管時（平成 12 年

度）より、大量生産・大量消費・大量廃棄社会からの

脱却を念頭に、ごみとなる前の「モノ」の一生を見据

えて、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用などの取

り組みを優先的に進めてきました。この適正な循環が

保たれた「モノ配慮社会」を目指すという考え方のも

とに、一般廃棄物処理基本計画を策定し、事業を推進

しています。 

■文京区一般廃棄物処理基本計画の進捗管理シート 
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公害苦情の現状 

■苦情処理の考え方  

区には公害に関する様々な苦情・相談が寄せられます。区では公害による被害を解消、

軽減し、区民の良好な生活環境を守っていくため、個々の事例にきめ細かく対応してい

ます。苦情の解決のためには、被害申立者と対象者の主張を十分に聴取し、現場調査に

より実態を正確に把握した上で、適切な解決を図るようにしています。 

受付の状況  

令和 4 年度に受け付けた苦情件数は 27 件です。発生源別でみると、建設作業と一般

（近隣公害）が大半です。用途地域でみると商業地域が最も多く、次いで中高層住居地

域、近隣商業地域、準工業地域となっています。更に、現象別では騒音に対する苦情が

最も多くなっています。なお、公害や環境関係の法律や条例などによる規制・指導がで

きない相談も多く、4 月～7 月のカラス繁殖抑制や年間を通した野生動物に関する相談

があります。 

処理の状況  

区では、苦情の処理に際して原因を究明し、できるだけ早く、申立者、対象者双方の

理解が得られるように公害防止上適切な改善指導を行い、解決を図るよう努力していま

す。苦情の内容は極めて多様で、解決に至るまで長時間を要するものも少なくありませ

ん。苦情の中で最も多い建設作業については、建設業者に対し事前に近隣に十分な説明

を行い騒音や振動をできる限り低く抑えるように指導しています。また、一般（近隣公

害）は、日常的な生活活動に伴い発生するものであり、解決は当事者同士が話し合うこ

とが基本となります。区では、このような苦情の円滑な解決を図るため、情報や技術の

提供にも努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 区の環境の状況（快適・安全分野） 

■公害苦情の現状・公害防止のための規制指導 

■大気汚染等環境対策・空間放射線量測定 

■歩行喫煙とポイ捨て禁止等に関する啓発 

環境調査結果

■苦情処理の流れ 

 

区民からの 

被害の訴え 

(電話・来庁等) 

  

  

現場調査 

・申立者及び対象者からの事情聴取 

・発生源と被害の確認 

・周囲の状況の把握 

・公害発生状況の調査、測定 

防止対策の検討 

・申立者と対象者が共に納得できる 

防止策を選定 

・機械設備、作業方法の改善 

・作業時間の変更 

・公害防止設備の設置 など 

発生源に対する規制指導、 

対策の実施 

・基準の遵守 

公害防止成果の確認、 

苦情申立者の了解 
解決 
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一発生源について二現象にわたる場合は、それぞれの箇所に一件数として含める。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

工場 0(  0.0) 0(  0.0) 1(  2.9) 1(  3.3) 5( 18.5)

指定作業場 4(  7.1) 1(  2.2) 1(  2.9) 1(  3.3) 0(  0.0)

建設作業 36( 64.3) 33( 73.3) 25( 73.5) 16( 53.3) 13( 48.1)

一般 16( 28.6) 11( 24.4) 7( 20.6) 12( 40.0) 9( 33.3)

計 56(100.0) 45(100.0) 34(100.0) 30(100.0) 27(100.0)

低層住居 5(  8.9) 2(  4.4) 1(  2.9) 1(  3.3) 1(  3.7)

中高層住居 9( 16.1) 7( 15.6) 6( 17.6) 3( 10.0) 6( 22.2)

住居 8( 14.3) 10( 22.2) 4( 11.8) 4( 13.3) 1(  3.7)

近隣商業 10( 17.9) 12( 26.7) 9( 26.5) 5( 16.7) 6( 22.2)

商業 13( 23.2) 10( 22.2) 11( 32.4) 15( 50.0) 7( 25.9)

準工業 11( 19.6) 4(  8.9) 3(  8.8) 2(  6.7) 6( 22.2)

計 56(100.0) 45(100.0) 34(100.0) 30(100.0) 27(100.0)

ばい煙 3(  3.8) 0(  0.0) 1(  2.2) 0(  0.0) 0(  0.0)

粉じん 3(  3.8) 1(  1.5) 1(  2.2) 2(  5.6) 1(  2.9)

ガス 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0)

悪臭 8( 10.1) 4(  6.1) 3(  6.5) 3(  8.3) 2(  5.9)

汚水 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0)

騒音 40( 50.6) 34( 51.5) 28( 60.9) 21( 58.3) 17( 50.0)

振動 23( 29.1) 25( 37.9) 13( 28.3) 7( 19.4) 11( 32.4)

土壌汚染 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0) 0(  0.0)

その他 2(  2.5) 2(  3.0) 0(  0.0) 3(  8.3) 3(  8.8)

計 79(100.0) 66(100.0) 46(100.0) 36(100.0) 34(100.0)

発
生
源
別

用
途
地
域
別

現
象
別

■苦情各種種別・年度別受付件数 
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ば
い
煙

粉
じ
ん

ガ
ス

悪
臭

汚
水

騒
音

振
動

土
壌
汚
染

そ
の
他

計

印刷関連 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

金属加工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4

計 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5

クリーニング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

解体 0 1 0 0 0 6 10 0 0 17

建設工事 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 1 0 0 0 8 11 0 0 20

空調機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

換気扇 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

カラオケ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

下水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雑草 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

排気ガス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

計 0 0 0 1 0 5 0 0 3 9

0 1 0 2 0 17 11 0 3 34合計

工
場

指
定
作
業
場

建
設
作
業

一
般

■現象別苦情受付詳細 
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公害防止のための規制指導 

区では、騒音規制法、振動規制法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（東

京都環境確保条例）等の規定に基づいて、特定施設設置届出書や特定建設作業実施届出

書の受理および工場設置認可申請書や指定作業場設置届出書の受理などを行っていま

す。この届出や認可申請により、公害発生の防止対策の有無について審査し、必要に応

じて改善指導を行っています。 

また、工場の操業や建設作業による騒音や振動等の公害防止を図るため、現場指導も

行っています。 

 

騒音・振動規制法に基づく規制・指導  

(1) 特定施設 

騒音規制法および振動規制法では、工場や事業場に設置される施設のうち、印刷機

や送風機など著しい騒音・振動を発生する施設を「特定施設」と定め、これらを有す

る工場、事業場を「特定工場等」と定義し、これらを設置するときは、その 30 日前

までに届け出ることを義務づけています。区では、届出の際、書類審査および現場調

査を実施し、必要に応じて騒音振動の防止対策を指導しています。 

  

(2) 特定建設作業 

  屋外で各種の機械を使用する道路や建築物の建設，解体工事は、著しい騒音や振動

を伴うことが多く、周辺住民の生活環境に支障を及ぼすことがあります。 

  このため、騒音規制法および振動規制法では、さく岩機ブレーカー（油圧式さく岩

機）、空気圧縮機など著しい騒音や振動の発生する建設機械を使用する作業を「特定

建設作業」と定め、それを実施するときは、作業開始日の 7日前までに、作業の種類･

方法･時間などを届け出ることを義務づけています。 

  区では、届出の際、騒音や振動の防止対策等を審査し、シート養生、防音パネルの

設置、使用機械の数の制限・小型機械への変更および作業時間の変更などの対策や近

隣住民への説明を行うよう指導しています。また、特定建設作業の期間中は、現場調

査等により、必要に応じて騒音、振動等の追加の防止対策を指導しています。 
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特定施設の
種類

法別

設置 6 0 0 6

種類・数等変更 1 0 0 1

防止方法変更 0 0 0 0

氏名等変更 16 3 0 19

全廃 0 6 0 6

承継 2 0 0 2

設置 0 0 0 0

種類・数等変更 0 0 0 0

防止方法変更 0 0 0 0

氏名等変更 0 3 3 6

全廃 0 4 1 5

承継 0 0 0 0

振
動

272

送
風
機

印
刷
機
械

圧
縮
機

合
計

特
定
工
場
数

騒
音

542

 

 

 

 

 

法別 届出件数 作業の種類 作業件数

くい打ち（くい抜き）作業 11

びょう打作業 1

さく岩機作業 347

空気圧縮機作業 10

バックホウ作業 5

合　計 374

くい打ち（くい抜き）作業 13

舗装版破砕機作業 1

ブレーカー作業 234

合　計 248

騒
音

364

振
動

245

 

  

■特定建設作業届出件数 

■騒音･振動規制法に基づく施設別届出件数 
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東京都環境確保条例に基づく規制・指導  

(1) 工場 

  条例では、事業活動による公害を防止するため、騒音、振動、悪臭などを発生す

るおそれのある工場を設置（変更）しようとするときは、あらかじめ認可を受ける

ことを義務づけています。また、工場から発生する騒音・振動及び悪臭等について

規制基準を定め、工場の設置（変更）認可申請の際、規制基準に適合するよう、各

事業所に対し、設備機械の改善･公害防止装置類(吸音材･防振ゴム･脱臭装置等)の

設置等の指導を行っています。 

 

(2) 指定作業場 

  条例では、公害発生要因の多い事業場（工場以外）を指定作業場として定めてい

ます。ガソリンスタンド、クリーニング店、自動車駐車場（収容能力が 20 台以上）

など 32 種類の事業場が該当しています。これらの事業場を設置（変更）しようと

するときは、その 30 日前までに届け出る必要があり、書類審査、現場調査を実施

し、必要に応じて改善指導を行っています。 

 

(3) 指定建設作業 

  特定建設作業に該当しない掘削機械、コンクリートミキサー車、破砕機等を使用

する作業について、条例で指定建設作業と定め、騒音、振動、作業時間等の基準を

設けています。指定建設作業を実施する場合には、近隣住民に事前に工事内容等を

十分説明し、基準を守って作業するよう指導しています。 

 

(4) アスベスト飛散防止対策 

   大気汚染防止法や条例では、一定規模以上のアスベストが存在する建築物の解体

等工事の発注者は、14日前までに「石綿飛散防止方法等計画届」を提出し、環境大

臣や都知事が定める「作業上の遵守事項」に従って施工することやアスベストの飛

散状況の監視等を行うことを義務づけています。 

   環境政策課では、解体工事着工前にアスベスト含有材料の使用状況を十分調査す

ることを指導し、さらに、工事期間中には、法や条例に規定する「作業上の遵守事

項」に従ってアスベストの除去作業を実施するよう現場指導を行い、アスベスト飛

散防止対策を講じています。 
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 (5) 深夜営業騒音の禁止 

     条例では、カラオケ等の音響機器を使用する営業を深夜に行う場合、外部に音

が漏れないよう防音対策を講じることを義務づけています。 

区では、深夜に係る騒音について、カラオケ等の音響機器の使用時に対する騒

音公害防止の普及啓発と必要に応じて防音対策等の改善指導を行っています。 

 

(6) 日常生活 

     区内には、住宅密集地域が多いため、エアコンの室外機、テレビ、ステレオの音

等の日常生活に起因する騒音等の公害苦情も多くなっています。これらの苦情は、

機器の設置場所や音量を下げて使用するなど、近隣への配慮によって、未然に防

げるものも少なくありません。 

 

(7) 化学物質の適正管理 

   条例では、化学物質による環境への負荷をより効果的に削減するため、トルエ 

ン、テトラクロロエチレン等の化学物質（適正管理化学物質・59種類）を年間 100kg

以上取り扱う工場または指定作業場の事業者に、毎年度、その前年度の適正管理

化学物質ごとの使用量、排出量（環境中に排出する量）等の報告を義務づけていま

す。また、化学物質の取扱い時における排出の防止や事故時の安全確保を効果的

に行えるよう化学物質の性状や製造工程などに応じた取扱方法を文書にしたもの

（化学物質管理方法書）を作成し、提出することを義務づけています。 

 

(8) 地盤沈下対策 

 ｢工業用水法」、｢建築物用地下水の採取の規制に関する法律｣および｢東京都環境

確保条例｣において、井戸の規模、規制対象の用途、指定地域を定めることにより、

地盤沈下対策を図っています。 

   条例では、地下水の揚水施設の構造基準および揚水量の制限を設けています。ま

た、揚水施設を有する者は水量測定器を設置し、年一回揚水量の記録を報告する

ことを下記の表のとおり義務づけています。 

 

 

 

 

 

 

○報告義務あり、×報告義務なし 

 

  

300W超

全用途 右記以外
一戸建て住宅
家事用途のみ

H28.6.30以前 ○

 H28.7.1以降 ○ ○ ×

設置年月日

300W以下

×
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件数

21

1

39

74

3

7

1

13

4

9

1

14

55

1

34
297
386

9
8

44
39
13
5
1

45
21
23
3

26
3
7
5
8
2

11
2
1

1236

自動車整備業

合計

その他の小売業

ドライクリーニング

水産食料品製造業

木材・木製品製造業（家具を除く）
印刷・同関連業
製本業・印刷物加工業
プラスチック製品製造業
窯業・土石製品製造業（ガラスを除く）

なめし革・同製品・毛皮製造業

非鉄金属製造業

はん用機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

運輸に附帯するサービス業

食料品製造業（水産を除く）

染色整理業

パルプ・紙・紙加工品製造業

製版業

化学工業（インキを除く）

業種

金属製品製造業（めっきを除く）
業務用機械器具製造業
その他の製造業
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
飲食店
写真の現像
繊維工業（染色を除く）
家具・装備品製造業
印刷業（写植）
印刷関連サービス業

飲食料品小売業
洗濯・理容・美容・浴場業（ドライを除く）
協同組合（他に分類されないもの）

ゴム製品製造業
ガラス・同製品製造業
めっき業
電気機械器具製造業
電気業

 

■種類別工場数 
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件数

352

1

13

46

2

19

12
92
4
5
3

16
4
5

27
601

自動車駐車場

材料置場

揚水事業場

合計

豆腐煮豆製造場

ボイラー

ガソリンスタンド・ＬＰＧ・ＣＮＧスタンド

青写真作業場
洗濯施設
常用発電機関（ガス機関）
病院（300床）
自動車洗車場
めん類製造場
汚水処理事業場
焼却炉
学術研究機関

業種

 

 

届出 根拠条文 件数

設置認可申請 81条1項 1

変更認可申請 82条1項 0

氏名等変更届 87条 11

廃止届 87条 11

承継届 88条3項 0

設置届 89条 5

変更届 90条 1

氏名等変更届 93条1項で準用する87条 21

廃止届 93条1項で準用する87条 7

承継届 93条2項で準用する88条3項 3

化学物質使用量等報告 110条 26

化学物質管理方法書 111条 2

土壌汚染状況調査報告等 116条 5

石綿飛散防止方法等計画届 124条1項 22

地下水揚水量報告 97条、135条 70

工
場

指
定
作
業
場

そ
の
他

 

文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱に基づく指導  

区は、平成 17年 11 月から「文京区建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要

綱」を施行し、標識の設置や近隣住民に対する工事内容等の事前説明および届出を義

務づけ、建築物の解体に伴う騒音等の紛争予防とアスベストの飛散防止対策の徹底を

図っています。 

令和 4 年度の建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱による標識設置の

報告件数は、360 件でした。（後日取り下げられたものも含む） 

■条例に基づく届出件数 

 

■種類別指定作業場数 
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■その他の環境対策 

 

大気汚染の現状  

私たちを取りまく空気（大気）は生物の呼吸に必要（酸素）なだけではなく、宇宙

からの有害な電磁波から身を守ったり（オゾン層）、地球の熱収支のバランスをとっ

たり（温室効果）と人類の生存には欠かせないものです。 

今、大気汚染が問題になっている理由は人類の活動が活発になることにより、①有

害な物質を大気に放出して地域的に健康被害を与えてしまうこと、②特定の作用を持

つ物質が大量に大気中に排出されて、地球規模で生物の生存環境などを変化させてし

まうことに分けて考えられます。 

 前者の歴史は古く、かつては公害と呼ばれ高度成長に伴い健康被害が出ていました。

大気汚染物質には、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質（SPM）、 

微小粒子状物質（PM2.5）、光化学オキシダントがあり、それぞれに環境基準が設定さ

れています。 

 現在の状況は二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質は長年環境基

準を達成しており問題はありません。また、微小粒子状物質は令和元年に初めて、す

べての測定局で環境基準を達成しています。 

一方、眼やのど等の健康被害の原因となり得る光化学オキシダントについては、環

境基準を達成できていない状況です。東京都は、オキシダント濃度が一定以上となっ

た場合、光化学スモッグ情報等を発令しています。 

 そのほかに、地球全体の大気環境に影響を与え、気象変動などを引き起こすとされ

汚染が大きな問題となっております。その一つが地球温暖化現象です。原因となるの

は、二酸化炭素、フロン類、メタン、亜酸化窒素、PFC（パーフルオロカーボン）、SF6

（六フッ化硫黄）などの温室効果ガスの大気中濃度の増加です。また、有害な紫外線

が地球表面に達するのを防いでいるオゾン層の破壊も大きな問題です。オゾン層破壊

の結果、南極ではオゾン濃度が極端に低くなるオゾンホールの発生が毎年観察されて

います。オゾン層破壊の原因は、冷蔵庫や空調機の冷媒に用いられるフロンガス（CFC）

や消火剤として用いられるハロンガスなどです。これらのガスの製造や、これらのガ

スを用いた製品の製造はすでに国際的に規制されていますが、現在使用中の一部の冷

蔵庫や空調機などの中には残されています。 
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大気汚染調査の概要  

文京区を代表する大気汚染調査のため、一般環境大気測定局（文京区本駒込測定局）

が文京区勤労福祉会館に設置されています。 

 また、大塚三丁目に自動車排出ガス測定局（文京区春日通り大塚測定局）が設置さ

れ、自動車（移動発生源）による沿道大気汚染調査を常時測定しています。 

 

大気汚染対策  

 大気汚染対策は、工場、事業場に対する固定発生源対策、自動車、船舶、航空機な

どに対する移動発生源対策及び総量発生源計画を中心に行われています。 

 

（1）窒素酸化物 

  都内の全窒素酸化物排出量（平成 17 年度）の 45％が自動車から排出されており、

そのうち約 8 割をディーゼル車が排出しています。それ以外の排出割合としては工

場・民生等が 28％、建設機器が 17％、船舶・航空機が 10％となっています。このこ

とから効果的な排出量削減にはディーゼル車からの排出を抑制することが必要にな

っています。（東京都環境局資料） 

  都では、平成 15 年 10 月から東京都環境確保条例により、ディーゼル車排出ガス規

制を実施しています。対象となるディーゼル車はバス、トラック及びこれらをベース

としたミキサー車、清掃車、冷凍冷蔵庫で、乗用車は除かれます。 

 区では窒素酸化物の排出量削減対策として、事業者の低公害車導入促進のための融資

斡旋を行っています。 

 

（2）オキシダント 

   オキシダントは二次汚染物質であり、原因となる二酸化窒素や工場等から発生する

VOC（揮発性有機化合物）を削減する必要があります。VOCは浮遊粒子状物質の原因物

質でもあるため、化学物質の適正管理とともに排出源対策を平成 18 年度から都区が

協力して行っています。主に工場・指定作業場から排出される VOC を削減することを

狙い、技術支援や低 VOC製品の普及・啓発を行っています。具体的には「東京都 VOC

対策ガイド」の普及や「VOC対策アドバイザー」の派遣等に取り組んでいます。 
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（3）浮遊粒子状物質 

   浮遊粒子状物質は人の呼吸器系の奥深く到達するといわれる粒径 10μm 以下の大

気中に浮遊する粒子で、都内における発生源は、自動車と工場・民生等が占めます。

浮遊粒子状物質には多種の重金属が含まれ、触媒作用のために様々な化学反応がおこ

ることで、粒子には多種類の化学物質が付着しています。特にディーゼル車の排出ガ

スに含まれる粒子状物質には発がん性があることが分かってきており、呼吸器疾患、

花粉症とも関係があるといわれています。 

   工場・事業場に対する発生防止対策としては、ボイラー等燃料設備の適切な燃焼管

理と集塵装置の設置により発生抑制を図っています。また、主としてディーゼル車か

ら発生する自動車由来の浮遊粒子状物質については、平成 15年 10月から環境確保条

例によりディーゼル車排出ガス規制を実施しています。規制開始以降、条例で定めた

PM排出基準に適合しないディーゼル車は、都内を走行できませんが、新車登録後 7年

間は規制適用が猶予されます。適合しない車は最新適合車や低公害車への買い替え、

あるいは PM 減少装置の装着が必要となります。都ではこの対策の推進のため、違反

ディーゼル車の取り締まり、PM 減少装置の指定、融資斡旋や補助等の支援を行って

います。 

また、近年注目されているのは、粒径 2.5μm 以下の微小粒子状物質（PM2.5）です。

微小粒子状物質は粒径が小さく、肺の奥まで達しやすいため、化学物質を取り込みや

すくしているとされています。微小粒子状物質と疾病の因果関係についての研究も進

んでいる状況です。平成 21年 9 月 9日に微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準が告示

されました。 

 

（4）二酸化硫黄 

  硫黄酸化物は、主として硫黄分を含む石油製品や石炭の燃焼に伴って発生します。

このため、排煙脱硫装置の設置と燃料の脱硫を中心とした削減対策がとられてきまし

た。これらの対策により、二酸化硫黄による大気汚染は著しく改善されました。 

 

（5）一酸化炭素 

  大気中の一酸化炭素濃度は、低い濃度レベルで推移しています。一酸化炭素は主と

して自動車から発生するため、車種ごとに排出規制を強化した効果が現れたものと思

われます。 
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光化学スモッグ対策  

（1）光化学スモッグ緊急時の連絡体制 

昭和 45年 7月 18 日我が国で初めて、オキシダントによる光化学スモッグの被害が

発生し、その後も各地で続出したため、大きな社会問題となりました。 

  都はこれに対処するため同年 8 月、光化学スモッグ予報制度を発足させ、昭和 47

年 4月に東京都大気汚染緊急時対策実施要綱（オキシダント）を施行しました（令和

3年 4月改正）。 

  本区においても、区民が光化学スモッグの被害を受けないように、注意報・警報な

どの発令を、速やかに区民に知らせるため、「文京区光化学スモッグ緊急時対策実施

要綱」（平成 25 年 11 月改正）を施行し、発令時には庁内放送により事態を来庁者に

知らせるとともに、区の施設等の協力により掲示板・掲示幕による周知体制をとって

います。なお、警報・重大緊急報の発令時には、上記の周知方法によるほか、文京区

防災行政無線を使用し、周知の徹底を図ります。 

  光化学スモッグ注意報等の発令にあたっては、次の事項の注意を区民に呼びかけて

います。 

○ 屋外になるべく出ないようにする 

○ 屋外運動は差し控える 

○ 光化学スモッグの被害を受けたら、文京保健所に連絡する 

 

（2）東京都全域の光化学スモッグ発令状況の概要 

   令和 4 年の光化学スモッグ注意報発令日数は 7 日で、過去 10 年の平均発令日数

（8.3 日）を下回りました。予報の発令は 2 日で警報の発令はなく、学校情報提供日

数は 17日でした。（「2022（令和 4）年の光化学スモッグの発生状況」東京都環境局よ

り） 

 

（3）文京区（区西部地域）の発令状況 

  現在、都内の光化学スモッグ注意報等の発令地域は 8地域に分かれており、文京区

は区西部地域に属します。 

  令和 4 年度の区西部地域における注意報及び学校情報の発令はそれぞれ 7 日と 14

日でした。なお、光化学スモッグによると思われる被害の届出者はありませんでした。 
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月

年度 東京都 文京区

注意報 0 0 0 3(1) 6(3) 0 0 9(4)

学校情報 1(1) 3(2) 6(2) 6(5) 6(6) 0 0 22(16)

注意報 0 3(2) 1(0) 0 2(2) 1(1) 0 7(5)

学校情報 1(1) 7(4) 1(1) 0 2(2) 3(1) 2(0) 16(8)

注意報 0 0 0 1（0） 5(5) 0 0 6(5)

学校情報 1（0） 1（0） 5(4) 1 9(6) 0 0 17(10)

注意報 0 0 1(1) 1（0） 4(2) 0 0 6(3)

学校情報 0 1（1） 4(3) 7(4) 4(2) 0 0 16(10)

注意報 0 0 3(3) 2(2) 2(2) 0 0 7(7)

学校情報 1(1) 1（0） 4(4) 6(5) 5(4) 0 0 17(14)

(  )内は区西部地域の発令回数

0 0

R4 0 0

R2

0 0

H30

R3

0

被害届出者数（人）
6 8 975 計4

0

10

R1 0 0

■光化学スモッグの発令基準及び措置（東京都） 

 

■月別光化学スモッグ注意報発令・学校情報の提供回数及び被害届出者数 

光 化 学 ス モ ッ グ
予 報

光 化 学 ス モ ッ グ
注 意 報

光 化 学 ス モ ッ グ
警 報

光 化 学 ス モ ッ グ
重 大 緊 急 報

光 化 学 ス モ ッ グ
学 校 情 報

気象条件からみて、
光化学スモッグ注意
報等が発令されると
予想されるとき、又は
オキシダント濃度が
光化学スモッグ注意
報発令基準に近いう
え、さらに悪化が予想
されるとき。

オキシダントの大気
中における含有率が
0.12ppm以上である
状態になり、気象条
件からみて、その状
態が継続すると認め
られるとき。

オキシダントの大気
中における含有率が
0.24ppm以上である
状態になり、気象条
件からみて、その状
態が継続すると認め
られるとき。

オキシダントの大気
中における含有率が
0.40ppm以上である
状態になり、気象条
件からみて、その状
態が継続すると認め
られるとき。

（提供基準）
オキシダントの大気
中における含有率が
0.10ppm以上である
状態になり、気象条
件からみて、その状
態が継続又は悪化す
ると認められるとき。

一
般

ばい煙を排出するも
のに対し、ばい煙の
排出量の減少につい
て協力を求める。

左記①、②、③につ
いて注意するよう周
知する。

協
力
工
場
等

燃料使用量の削減
（これに準ずる措置を
含む。）により、ばい
煙の排出量を減少す
るよう自主的協力を
求める。

燃料使用量を通常使
用量の２０％程度削
減（これに準ずる措置
を含む。）するよう勧
告する。

燃料使用量を通常使
用量の４０％程度削
減（これに準ずる措置
を含む。）するよう勧
告する。

燃料使用量を通常使
用量の４０％以上削
減（これに準ずる措置
を含む。）するよう命
令する。

自
動
車
等

不要不急の目的によ
り、自動車等を使用し
ないことについて協
力を求める。

東京都公安委員会に
対し、道路交通法の
規定による措置をとる
べきことを要請する。

発令
区分

発
令
基
準

措
置

　当該地域を通過しないよう協力を求める。

左記のほか、次の事項について、注意するよう周知する。
　　①　屋外になるべく出ないようにする。
　　②　屋外運動はさしひかえるようにする
　　③　光化学スモッグの被害を受けた人は、最寄りの保健所に連
絡する。



 

30 

  

 

 

土壌汚染  

土壌は環境の重要な構成要因であり、人をはじめとする生物の生存基盤として、ま

た、物質の循環や生態系の維持の要として重要な役割を担っています。食料や木材等

の生産機能をはじめ、水質浄化等、環境としての土壌が果たしている機能は多様です。 

 市街地の土壌については、近年、工場跡地や研究機関跡地の再開発等に伴い、汚染

物質の漏洩等によって土壌が汚染されていた事例も報告されています。 

 このため東京都は、平成 13 年度から改正された東京都環境確保条例によって、条

例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、一定の有害物質を取り扱い、

又は取り扱ったことがある者や 3,000㎡以上の敷地内において土地の切り盛り、掘削

等の改変を行う者に土壌の汚染に係る調査及び対策を義務づけました。 

神田川の水質  

（1）神田川の概略  

  神田川は、井の頭池を水源として台東区の隅田川と合流するまでの延長約

25.5 ㎞の 1 級都市河川です。途中、支流である善福寺川、妙正寺川を合流し、

さらに文京・千代田区境の小石川橋付近で日本橋川を分流しています。区内を

流れる神田川は、目白台一丁目の駒塚橋付近から湯島一丁目の聖橋付近に至る

約 5 ㎞の区間です。 

 

（2）水質調査（神田川水系合同水質調査） 

  神田川流域 6区（杉並、中野、新宿、文京、千代田、中央）は神田川水系水質監

視連絡協議会をつくり、神田川水系流域水質状況の把握を目的として同一日に調査

を行っています。神田川、善福寺川、妙正寺川及び日本橋川を調査対象とし、5、

9、11、1月の年 4回実施しました。流域の水質の特徴は、落合下水処理場、中野下

水処理場から下流でアンモニア性窒素、全窒素、全りんの値が高くなる傾向があり

ます。 

年

区分

4 3 0 3 2

(2) (2) （0） （2） （2）

22 16 17 16 17

(16) (8) （10） （10） （14）

9 7 6 6 7

(4) (5) (5) (3) (7)

注）区分のうち、予報、学校情報、注意報、警報は都内全域、（　）は区西部地域

注意報

予報

警報

R1

0

学校情報

0

H30

0

R4

0

R3

0

R2

■光化学スモッグ区分別及び年度別発令回数 
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気温 水温 透視度 pH DO BOD COD SS MBAS NH4-N T-N PO4-P T-P CL- 大腸菌群数

℃ ℃ cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ｍｌ

5月19日 10:30 27.0 19.3 98 7.8 10.2 1.4 3.0 7 0.03 0.04 3.48 0.013 0.036 12 1700

9月14日 10:25 30.9 24.1 61 8.0 9.6 1.7 4.3 8 0.03 0.05 3.52 0.017 0.075 12 3500

11月9日 10:28 17.3 14.9 88 7.6 11.0 <0.5 2.1 <1 0.02 0.01 3.68 0.009 0.030 13 790

1月24日 10:29 7.0 8.7 >100 7.8 12.1 0.6 1.6 3 0.04 0.02 4.06 0.006 0.018 12 1300

5月19日 11:10 27.1 21.4 >100 8.2 14.6 0.6 3.2 6 0.03 <0.01 4.87 0.026 0.050 21 1100

9月14日 11:05 31.1 24.5 >100 8.1 13.8 1.1 3.6 9 0.03 0.02 5.37 0.046 0.085 18 790

11月9日 11:05 17.8 16.1 >100 8.1 14.2 <0.5 2.1 <1 0.03 <0.01 4.89 0.019 0.033 18 790

1月24日 11:02 6.6 9.3 >100 7.9 13.6 0.6 2.0 1 0.04 <0.01 4.65 0.006 0.022 19 1100

5月19日 11:05 24.0 22.3 >100 8.4 13.2 0.5 1.1 2 <0.02 0.06 3.28 0.004 0.017 19 3300

9月14日 11:15 30.9 26.1 >100 8.3 12.6 1.1 2.5 4 0.02 0.04 3.14 0.010 0.031 18 11000

11月9日 11:45 20.1 15.1 78 7.7 11.8 0.9 2.6 7 <0.02 0.02 5.39 0.010 0.024 22 1100

1月24日 11:05 7.4 7.9 >100 7.5 12.2 <0.5 2.3 3 <0.02 0.03 4.44 0.003 0.009 20 1300

5月19日 10:25 25.5 21.7 96 7.9 10.9 1.3 1.8 4 <0.02 0.04 3.86 0.020 0.118 18 4900

9月14日 10:24 31.4 26.2 >100 8.4 11.0 1.1 2.8 3 <0.02 0.03 3.61 0.016 0.035 17 22000

11月9日 10:15 17.9 15.2 >100 7.9 11.9 1.3 2.4 4 <0.02 0.02 5.02 0.011 0.033 17 2300

1月24日 10:30 7.6 9.0 >100 7.6 13.0 0.6 2.7 9 <0.02 0.02 4.73 0.006 0.027 19 790

5月19日 11:00 24.6 22.0 >100 8.0 10.1 1.6 2.8 6 <0.02 0.04 3.67 0.022 0.055 27 3300

9月14日 9:45 28.8 24.3 >100 8.5 11.0 2.5 2.2 1 <0.02 0.03 3.73 0.025 0.031 17 33000

11月9日 11:50 17.5 15.1 >100 8.1 10.6 0.7 1.8 2 <0.02 0.05 4.74 0.012 0.030 22 1300

1月24日 10:14 8.3 8.5 >100 8.1 13.3 0.9 2.2 5 <0.02 0.04 4.57 0.009 0.021 27 1300

5月19日 11:45 25.2 23.8 >100 7.3 9.4 1.6 6.4 <1 <0.02 0.16 8.89 1.260 1.420 40 33000

9月14日 10:15 29.4 27.0 >100 7.4 8.4 2.3 4.9 2 <0.02 0.07 7.44 0.998 1.090 31 4900

11月9日 12:20 17.7 21.3 >100 7.3 11.5 0.5 4.8 1 <0.02 0.20 8.40 0.975 1.060 47 2300

1月24日 10:42 7.6 17.3 >100 6.8 9.3 3.2 7.7 1 <0.02 0.5 12.70 1.300 1.300 46 1300

5月19日 11:10 27.5 20.8 34 8.3 10.2 2.3 7.8 18 <0.02 0.65 1.47 - 0.100 15 1100

9月14日 11:02 32.5 27.1 26 8.1 7.9 3.4 8.9 15 <0.02 0.04 1.11 - 0.100 38 7900

11月9日 11:04 16.0 14.9 26 8.2 10.8 3.1 7.6 21 <0.02 0.05 0.70 - 0.105 14 4900

1月24日 11:00 7.0 7.3 78 7.5 11.4 3.3 6.2 9 <0.02 0.06 0.78 - 0.041 19 330

5月19日 10:45 28.0 23.0 >100 7.1 6.9 1.0 5.0 1 <0.02 0.32 8.90 - 1.220 322 3300

9月14日 10:34 31.0 28.0 >100 6.9 5.3 0.8 5.0 2 <0.02 0.17 8.01 - 0.990 243 4900

11月9日 10:37 16.0 19.4 >100 7.1 7.5 0.4 5.0 <1 <0.02 0.38 10.30 - 1.070 541 2200

1月24日 10:35 7.6 13.5 >100 7.4 7.4 1.3 5.0 2 0.03 0.74 10.30 - 1.070 1240 13000

5月19日 10:09 27.5 23.9 66 7.1 4.4 3.9 6.7 4 0.14 1.12 6.68 - 1.160 1370 130000

9月14日 10:00 29.5 26.5 >100 7.3 4.2 0.9 5.1 2 <0.02 0.40 5.87 - 0.792 1690 13000

11月9日 10:05 14.5 19.0 >100 7.2 6.8 0.8 4.3 2 <0.02 0.68 7.38 - 0.760 3010 3300

1月24日 10:03 6.3 12.6 87 7.9 7.3 0.8 3.6 4 0.02 0.57 8.04 - 0.832 3610 13000

5月19日 9:38 24.5 22.0 31 7.1 1.9 8.4 8.1 4 0.22 2.11 7.87 - 1.150 1760 230000

9月14日 9:35 29.0 26.0 >100 7.3 5.4 1.4 5.0 2 <0.02 0.44 6.06 - 0.735 2230 17000

11月9日 9:35 14.0 18.7 >100 7.2 6.3 0.4 2.9 3 0.03 0.41 6.65 - 0.627 3780 79000

1月24日 9:40 6.7 11.9 >100 7.3 7.7 0.5 3.7 3 0.02 0.59 7.31 - 0.710 4590 7900

5月19日 11:30 29.1 22.9 56 7.1 1.9 7.2 7.9 4 0.13 2.07 7.56 0.873 0.948 3020 -

9月14日 11:25 33.2 27.9 >100 7.3 4.7 1.7 5.9 2 0.02 0.50 5.40 0.624 0.653 2970 -

11月9日 11:23 18.3 18.2 >100 7.6 7.0 1.3 5.0 1 <0.02 0.64 6.74 0.544 0.571 4750 -

1月24日 11:12 7.9 12.0 >100 7.3 7.2 1.3 6.3 2 <0.02 0.67 7.40 0.531 0.608 5610 -

中
央
区

新
宿
区

中
野
区

区
名

杉
並
区

千
代
田
区

昌平橋

浅草橋

南小滝橋

久保前橋

高戸橋

牛込橋

飯田橋

左衛門橋

乙女橋

向田橋

採水地点 採水月日 採水時刻

宮下橋

■神田川の「生活環境の保全に関する環境基準」 

項目

水域類型
水素イオン濃度

（pH)

生物化学的
酸素要求量

(BOD）

浮遊物質量
（SS）

溶存酸素量
（DO）

6.5以上
8.5以下

5mg/l以下 50mg/l以下 5mg/l以上

基準値

C

■令和４年度水質調査結果 
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自動車騒音  

（1）自動車騒音の現状 

  自動車交通による騒音は、都内の自動車保有台数の増加や大型車の走行量の増大

で、昼夜の別なく道路沿いの住民に少なからぬ被害を与えています。 

  区内には白山通り、春日通り、本郷通り、不忍通り、音羽通りなどの交通量の多

い幹線道路の他、首都高速池袋線が通っています。区では、平成 16 年度から騒音

規制法第 18 条に基づく自動車騒音常時監視を行っています。令和 4 年度は一般国

道 17 号、一般国道 254 号 3 路線、白山祝田田町線、環状 3 号線の 6 路線で実施し

ました。 

●面的評価 

  令和 4年度に実施した 6路線の評価対象区間における道路に面した地域（道路端

から 50mの範囲）に立地している住居等 17,681戸について 

 ・昼夜とも環境基準値以下  17,398戸(98.4%) 

・昼のみ環境基準値以下      247 戸( 1.4%) 

・夜のみ環境基準値以下        0戸( 0.0%) 

・昼夜とも環境基準値超過      36 戸( 0.2%) 

  環境基準値については、近接空間（2車線以下の道路は道路端から 15m、2車線を

越える道路は道路端から 20m）では、昼間 70dB 以下、夜間 65dB 以下となる。非近

接空間については地域類型(用途地域)による。 

 

（2）防止対策 

  自動車騒音（振動）の防止対策は、自動車単体規制の強化とともに、幹線道路の

時間区分による交通規制、大型車の走行車線の指定、輸・配送の共同化による交通

量の抑制、工事等による道路の段差や凹凸の改善、低騒音舗装化、植樹帯の拡幅、

高速道路の防音壁の整備、道路ネットワークの整備による交通量の分散化、交通管

制システムの高度化など総合的な対策が必要です。 

 

 

 

昼間 夜間 昼間 夜間

1 一般国道17号 R4 65 61 〇 〇 千石4-45

2 一般国道254号 R4 68 65 〇 〇 本郷4-5

3 一般国道254号 R4 69 66 〇 × 大塚4-49

4 一般国道254号 R4 71 68 × × 小石川5-2

5 白山祝田田町線 R4 64 59 〇 〇 白山1-7

6 環状3号線（区道） R4 59 51 〇 〇 小石川4-15

備　考

（調査地点住所等）
（dB(A)） ○適合、×不適合No 路線名

調査実

施年度

等価騒音レベル 環境基準適合状況

■自動車騒音測定結果 
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電気自動車等急速充電スタンド  

 文京区では、国の次世代自動車戦略や東京都の次世代自動車充電インフラ整備促進

に係るビジョン等を踏まえ、電気自動車・プラグインハイブリッド車に必要な急速充

電設備を整備し、運用を開始しました。急速充電設備は区内では初の設置であり、文

京シビックセンターの南側、東京メトロ丸ノ内線の高架下に１基設置しました。 

（1）設置場所 

  文京区春日 1-1-24（文京シビックセンター南側 東京メトロ丸ノ内線 高架下） 

（2）規模 

  急速充電器 1基 駐車スペース 1台分（約 30㎡） 

（3）運用開始 

  平成 27年 3月 20日（金） 

（4）運用時間 

午前 8時 30分から午後 10時（最終入庫は午後 9時 30 分まで） 

（5）休止日 

  12 月 29日から翌年の 1月 3日及び 5月の第 3日曜日 

（6）利用料金 

①株式会社 e-Mobility Power 会員・自動車メーカーが発行する充電カード所有

者については、各組織が定める会員料金 

②上記以外 

QRコード読み取りによるクレジット決済 

（最初の 5分間まで 250円。以降 1分ごとに 50円） 

（7）充電時間 

  最大 30分間まで（バッテリー容量の約 80%まで） 

（8）利用状況 

  令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までに延べ 2,466 台の利用がありま 

した。 
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東京都環境影響評価条例  

環境影響評価制度は、大規模な開発事業などを実施するときに、あらかじめ、

その事業の実施が環境に与える影響を調査、予測・評価し、その結果について、

住民や関係自治体の意見などを聴きながら、環境への影響をできるだけ少なくす

るための手続きの仕組みです。 

（1）条例の目的 

  東京都環境影響評価条例は、環境影響評価及び事後調査の手続きに関する必

要な事項を定めており、事業の実施に際して、環境への影響について適正な配

慮がされることによって、住民の健康で快適な生活が確保されることを目的と

しています。 

（2）主な特色 

ア 事業者が自らの責任と負担で調査、予測・評価を行うなど、事業者の責任

を明確にしています。 

イ 環境影響評価書案及び見解書に対する意見書の提出や公聴会での意見陳

述など、住民参加の機会をできるだけ多く設けています。 

（3）対象事業 

対象となる事業は、道路、鉄道、工場、高層建築物、土地区画整理事業、土地

造成など 26 種類で、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある大規模な事業で

す。 

◎予測・評価項目 

予測・評価項目として大気汚染や水質汚濁などいわゆる典型 7 公害のほか、

日影、風環境、生物・生態系に対する影響など、17 項目を定めています。 

 

1 大気汚染 11 電波障害 

2 悪臭 12 風環境 

3 騒音・振動 13 景観 

4 水質汚濁 14 史跡・文化財 

5 土壌汚染 15 自然と触れ合い活動の場 

6 地盤 16 廃棄物 

7 地形・地質 17 温室効果ガス 

8 水循環 

9 生物・生態系 

10 日影 
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■条例手続きフロー図 
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■福島第一原発事故に伴う空間放射線量測定 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災により東京電力(株)福島第一原子力発電所で事

故が起こり、放射性物質が大気中に放出されました。区は、平成 23 年 6月 27 日に「文

京区放射線対策検討会議」を設置し、空間放射線量の測定等の対応を行ってきました。 

 

区立公園における定点測定  

平成 23 年 7 月より、文京区を 2km メッシュ 5 地域にし、そのエリア内で代表的な

区立公園 5か所について、月 1回の測定を実施しています。 

その値に大きな変化があった場合は、専門家に意見を求め適切に対処することとし

ています。 

 

 

 公園名 所在地 

1 後楽公園 後楽 1－6 

2 目白台運動公園 目白台 1－19 

3 教育の森公園 大塚 3－29 

4 六義公園 本駒込 6－16 

5 須藤公園 千駄木 3－4 

 

  

 

（2）各公園の放射線量の推移 

 

 

 

（1）公園一覧 
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空間放射線測定器の貸出し  

平成 24 年 2 月より、簡易型の空間放射線量測定器（計 4 台）の貸出しを行ってい

ます。貸出しには、電話またはファックスによる事前予約が必要です。 
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喫煙とポイ捨て禁止等に関する状況 

区では、令和 2年 7月 1日に「文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例」を

施行し、区内全域で指定喫煙場所以外での公共の場所における喫煙及び吸い殻のポイ捨て

を禁止しています。また、屋外の公共の場所以外の場所において喫煙をするときは、喫煙に

よる迷惑行為を行うことのないよう配慮するとともに、たばこの吸い殻を灰皿に捨て、又は

持ち帰るよう努めなければならないと定めています。 

巡回指導（年間指導件数）  

(1) 定期巡回指導 

喫煙マナー指導員（2人 1組）が、7地区 2組編成で区内の幹線道路を中心に 1日

6時間（平日午前 7時 30分から午前 10時 30分または午前 11 時から午後 2時と平日

午後 2時から午後 5時または午後 5時から午後 8時）巡回し、本条例違反者に対し注

意・指導をするとともに、吸い殻の除去を行いました。 
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(2) 個別巡回指導件数  

休日等にたくさんの人が集まることが予想される地域や、違反者が多く見受けら

れた地区においては、個別に巡回時間の拡大、強化を図りました。 
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■自然共生に関する状況 

緑について  

(1) 緑被 

  当区の緑被率は、18.4％（平成 24 年度より 0.3 ポイント増）で 23 区では 11 位

でした。緑被率の中でも特に樹木に被われた区域の面積割合（樹木緑被率）は 17.0％

で 23区の中では 7位でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 樹木 

  直径 50 ㎝以上の樹木数は、区内に 7,253 本で平成 24 年度より 739 本増加しま

した。樹木の約 8 割は、公園緑地、学校用地、社寺用地などにあり、緑の拠点に

なっています。1 ㏊当たりの樹木数は約 6 本となっています。樹種別本数は下記

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 区の環境の状況（自然共生・歴史・文化）  
■文京区みどりの基本計画の進捗状況 

■文京区アカデミー推進計画の進捗状況 

(平成30年度緑地実態調査より)

緑被率=緑被面積÷文京区面積(1,129ha)×100

緑　被　　 面積（ha） 率（％）

緑 被 地 207.4 18.4

樹木被覆地 191.7 17.0

草　　　地 15.7 1.4

裸 地 12.7 1.1

そ の 他 909.0 80.5

総 計 1,129.0 100.0

（平成30年度緑地実態調査より）

樹
 
 

種
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マ
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そ

の

他

総
 
 

計

本数 1,089 1,076 1,071 859 551 415 279 271 181 134 1,327 7,253
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(3)緑化 

 

 

 

 

※区内に現存する樹木・樹林を保護するため、「みどりの保護条例」に基づき、樹木（地上 1.5m の高さ

で幹の直径 50cm 以上）、樹林（面積 300 ㎡以上）を所有者等の申請により保護指定し、維持管理に要し

た費用の一部を助成している。 

 

 

 

 

 

※環境保全、交通の安全確保、景観の向上等を図るために道路を緑化している。なお、街路樹、植樹帯

は文京区道敷地に設置しているが、ポケットパーク、グリーンスポットは文京区道敷地以外にも設置し

ている。 

 

 

 

 

 

■樹木・樹林の保護指定 

■道路緑化状況 （令和 5 年 4 月 1 日時点） 

（令和 5 年 4 月 1 日時点） 
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公園等の状況  

   令和 5 年 4 月 1 日現在、公園緑地等（区施設の公園、都立公園、その他緑地等）

の公共的緑地の総面積は、570,114.27 ㎡で、区全体の面積の 5.05％であり、区民一

人当たり 2.48 ㎡となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公園緑地等面積総括表 

■公園・児童遊園 

※公共的緑地のうち、都立公園を含む文京区内の公園・児童遊園の総面積は、391,472.97 ㎡

で、区全体の面積の 3.47％であり、区民一人当たりの公園面積は 1.70 ㎡となっている。 

 

面積率＝各公園等面積÷文京区面積(11.29km2）×100 

一人当たりの面積＝各公園等面積÷文京区総人口（230,201 人）※令和 5 年 4 月 1 日現在（外国人を含む。） 
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生物多様性保全への取組  

環境保全意識啓発を目的として、身近な自然を題材に、環境保全を親子で一緒に

楽しく学び、地域の環境について考える機会を提供するため、区内の小学生とその

保護者を対象に「親子生きもの調査」を実施しています。 

 

 

(1) 親子生きもの調査「冬鳥観察会」の開催 

  令和 5年 1月 28日（土）に、肥後細川庭園等にて開催しました。 

 午前、午後あわせて 17 組の親子が参加しました。 庭園内と神田川を観察し、キ

セキレイ ・ヒヨドリなど 25種類の鳥が確認できました。 

 

【生きもの調査の様子】 
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■歴史・文化に関する状況 

文京区アカデミー推進事業（一部抜粋）  

文京区では、文京区アカデミー推進計画等に基づき、自然・歴史・文化に関わる様々

な事業を実施しています。 
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児童対象の環境学習の場として、清掃体験実習車を活用した講座 

■環境イベント等 

文京区では、環境に関連する計画などに基づき、区民や事業者などに対し、様々な事業

を通じて、環境に関する普及啓発が展開されています。 

 

■クールアースフェアの開催 

 地球環境保全の取組みの一つである「地球温暖化対策」の啓発を目的としたイベント 

 を開催 

■環境保全ポスター図案コンクールの開催 

 区立中学生を対象に環境保全をテーマにしたポスターコンクールを開催 

■文京エコ・リサイクルフェアの開催 

 リサイクル・環境活動団体による展示、各種資源回収などを開催 

■ステージ・エコ（フリーマーケット）の開催 

  各種資源回収及びフードドライブ（未利用食品の回収）等の社会貢献活動や 3R 活動等

のパネル展示 

■文京 eco カレッジの開催 

・環境ライフ講座 

 環境保全に対する啓発活動を担う人材を育成する講座 

・リサイクル推進サポーター養成講座  

 地域において 3R 推進活動を担う人材を育成する講座 

・親子環境教室 

 実験や工作を通じて、親子で環境について学ぶ講座 

・リサイクル施設バス見学会  

区内のリサイクル活動団体と協働で開催する、再資源化施設等の見学会 

・公開講座 

  区内のリサイクル活動団体と協働で開催する、リサイクルや環境問題に関する講座 

・モノ・フォーラム  

 3R 活動等の有識者を招いた講演会 

・エコ先生の特別授業  

 エコや環境の専門知識を有した講師を出張派遣し、3R 実践のコツ等を学ぶ講座 

・生ごみ減量塾 

 家庭での生ごみ減量及び堆肥化を通じて、リサイクルへの理解を深める講座 

・エコ・クッキング教室 （※「エコ・クッキング」は東京ガス㈱の登録商標です。） 

 生ごみの発生抑制や環境に配慮した食生活について料理を通じて学ぶ講座 

■集団回収実践団体バス見学会の開催 

■ふれあい講座（区内小学校・幼稚園等）の実施 

  

８ 区の環境の状況（連携・基盤づくり）  
■環境に関するイベント・講座等 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止した事業もあります。 
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